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 令和６年度  

第１回泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 

議事録 

開 催 日 時 令和６年８月７日（水） 午後１時３０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 テクスピア大阪３０４会議室 

出席者委員 
川井委員長、藤井委員、木下委員、藤原委員 

上東委員、高寺委員、檀委員、喜多委員、各務委員 

欠 席 者 鈴木委員 

事 務 局 

保険福祉部長              松下 良 

高齢介護課長補佐            法橋 広幸 

高齢介護課長寿推進係長         寺岡 早苗 

地域包括支援センター所長        寺田 和夫 

地域包括支援センター          浅原 豊 

案 件 

（１）第８期（令和３年度から令和５年度）の達成状況について 

（２）地域密着型サービスについて 

（３）地域包括支援センターの令和５年度実績報告について 

（４）介護予防支援の指定対象拡大について 

資 料 

第８期（令和３年度から令和５年度）の達成状況について（資料１） 

地域密着型サービスについて（資料２） 

地域包括支援センターの令和５年度実績報告について（資料３） 

介護予防支援の指定対象の拡大について（資料４） 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

事務局  定刻となりましたので、第１回 泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画推進委員会を開会いたします。 

 本日の会議は公開となっております。本日は傍聴者の方はいらっしゃいませ

ん。それでは、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 それでは、ただいまより第１回 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進

委員会を開会いたします。本日の会議につきましては、泉大津市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画推進委員会規則第６条第２項の規定により、委員 10 名

中、本日の出席委員は９名でありますので、本委員会の会議は成立いたしますこ

とをまずご報告させていただきます。 

 それでは、これより審議に移らせていただきます。泉大津市高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画推進委員会規則第６条第１項の委員長が議長となる、に基

づき、以下の議案について、議長を委員長にお願いしたいと思います。それでは

よろしくお願いいたします。 

  

委員長  それでは、案件１．第８期（令和３年度から令和５年度）の達成状況につきま

して、事務局から説明をお願いします。 

  

事務局 案件１．第８期（令和３年度から令和５年度）の達成状況について説明 

  

委員長  では、ただいまご説明いただきました第８期（令和３年度から令和５年度）の

達成状況、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

  

委員長  地域リハビリテーション出前講座の実施回数が２回と低調になっているが、今

後の展望についてはどうか。 

  

事務局  地域リハビリテーション出前講座は、歯科衛生士、理学療法士等が地域に出て、

口腔衛生、運動の仕方などについて講義などをします。 

 令和５年１０月に理学療法士を新たに１名採用しましたので、今後は地域に出

て、運動に関するさまざまな講座を開催していく予定です。 

  

委員  介護の担い手不足が問題となっている中、家事エンジャ―の養成研修について

年２回の開催となっているが、今後拡充していく予定はないのか。 

  

事務局  より多くの方に受講してもらえるよう開催回数、開催時期等について検討はし

ていきます。また、過去に家事エンジャ―の養成研修を受講された方へ、再度働

きかけを行うなど介護サービス人材供給量の確保に努めます。 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

委員  令和６年７月以降、新型コロナウイルス感染症が流行し始めているが、その場

合に、市の事業は中止したりすることはあるのか。 

  

事務局  新型コロナウイルス感染症が拡大しつつありますが、基本的には徹底した感染

症対策を行った上で、事業を継続する予定です。 

ただし、介護サービス相談員派遣事業など受け入れる施設側からの、利用者の

安全面確保の観点から、受け入れることが難しいという要望があった場合など、

事業を停止するケースもあります。 

  

委員長  次に移ります。案件２．地域密着型サービスについて、事務局から説明をお願

いします。 

  

事務局 案件２．地域密着型サービスについて説明 

  

委員  地域密着型特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホームなどは要支援の

方は入所できないのでしょうか。 

  

事務局  地域密着型養護老人ホームについては基本的に要介護３以上の方が対象で、特

例入所で要介護１以上の方が入所される場合もあります。認知症対応型グループ

ホームについては要支援２以上の方が対象となっています。 

  

委員  地域密着型通所介護において、要支援の利用者がいない事業所が多くありま

す。要支援の方の利用を断ったりされているケースがあるのでしょうか。 

  

事務局  要支援の方は介護予防日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスを利用

することになりますが、事業者がその指定を取っている場合は、要支援の方から

利用したい旨の申出があった場合は、サービスの利用を正当な理由がある場合以

外は断ることができません。 

  

事務局 案件３．地域包括支援センターの令和５年度実績報告について説明 

  

委員長  ＢＣＰの計画を策定しているか市内の事業所数はわかりますか。 

  

委員  正確な事業所数はわかりかねますが、広域事業者指導課からの指導などもあり

ますので、ほとんどの事業所が策定していると考えています。 

  

事務局 案件４．介護予防支援の指定対象拡大について説明。 



 4 

議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

  

委員 ただいまご説明いただきました介護予防支援の指定対象拡大について、ご意見

等がございましたらお願いいたします。 

  

委員 他市の事業所から介護予防支援事業者の指定を多くしていきたいのか。また、

市外の事業者に提出を求める書類については近隣の市町村と同じなのか。 

  

事務局 他市の事業所から介護予防支援事業者の指定申請があった場合は、必要書類を

求め指定を認めていくということです。必要書類については、市町村ごとに多少

異なりますが、居宅介護支援事業所の実態を把握するために、事業所の概要や介

護予防に対する考え方がわかる資料を求める点では同じです。 

  

委員  他市の事業所から指定が多く、市内の事業所から指定申請が少ない、もしくは、

指定申請がないとなった場合に、問題となることはあると考えているのか。 

  

事務局  市内の事業所にケアプランを持ってもらった方が、利用者宅にケアマネジャー

が訪問しやすいことから、市内の事業所の方が望ましいことが多いと考えていま

す。ただ、結果として、他市の事業所がケアプランを持つことが多くなったとし

ても大きな問題はないと考えています。 

  

委員  参入意向があった事業者が全国規模の大きな法人、個人事業所としての居宅介

護支援事業所で取扱いを変えることはしなくていいのか。 

  

事務局  居宅介護支援事業者の経営母体はさまざまですが、事業者が全国規模の大きな

法人、個人事業所としての居宅介護支援事業所などのすべての事業者は、居宅介

護支援事業者は法人格を有すことが要件となっていますので、経営母体の大きさ

によって対応を変えることはしません。 

  

委員長  他になにかございますか。ないようですので、居宅介護支援事業所（令和６年

３月以降新規指定）から介護予防支援事業所の指定申請書の提出があった場合は

特に意見を附すことなく認める。 

他市の居宅介護支援事業所から介護予防支援事業所の指定申請書の提出があ

った場合も特に意見を附すことなく認めるが、事業所の概要や介護予防に対する

考え方をわかる資料等の提出を求めるということにします。 

他に何かございますか。 

  

事務局  第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき令和８年度に小規模多
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 内 容 

機能型居宅介護を整備します。今後、泉大津市介護老人福祉施設等事業者選定委

員会で募集要綱を審議し、１２月に事業者を決定することを予定していますの

で、ご報告させていただきます。 

  

委員長 他に何かございますか。 

では、ないようですので、本日の案件については全て終了いたしました。皆さ

ん、ご協力どうもありがとうございました。司会を事務局にお返しいたします。 

  

事務局 委員の皆さま、ありがとうございました。来年度の開催日については、改めて

通知させていただきます。予定としまして、３月に開催を考えています。以上で

本日の推進委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

  

 （終了） 

 


